
介護老人保健施設 しんわ苑 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 運営規程 

 

（運営規程設置の主旨） 

第 1 条 医療法人親和会が開設する介護老人保健施設しんわ苑（以下「当施設」という。）が実施する短期入

所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項

を定める。 

 

（事業の目的） 

第 2 条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護状態（介護予防短期入所療養介護にあた

っては要支援状態）と認定された利用者（以下「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者

の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第 3 条 当施設では、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づいて、医学的管理の下にお

けるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利

用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者

が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則

として利用者に対し身体拘束を行わない。 

3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、

研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉

サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的サービス提供を受ける

ことができるよう努める。 

5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができる

ようサービス提供に努める。 

6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及びその家族又は利用者代理人に対して療養上必

要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努め

る。 

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利

用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものと

し、外部への情報提供については、必要に応じて利用者及びその家族又は利用者代理人の了解を得ることと

する。 

8 当施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）を提供するに当たっては、介護保険法第 118

条の 2 第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める

ものとする。 

 

（施設の名称及び所在地） 

第 4 条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 



（1）施  設  名  介護老人保健施設しんわ苑 

（2）開 設 年 月 日  平成 10 年 3 月 24 日 

（3）所  在  地  福岡県北九州市八幡西区楠橋南２丁目 19－6 

（4）電 話 番 号  ０９３－６１９－１８００ 

（5）ＦＡＸ 番 号  ０９３－６１８－３７２８ 

（5）管 理 者 名  後藤 晶子 

（6）介護保険指定番号 介護老人保健施設（４０５６６８０１４５号） 

 

（職員の職種、員数） 

第 5 条 当施設の職員の職種、員数は、次のとおりであり、必要職については法令の定めるところによる。 

（1）管理者                1 名 

（2）医 師                1 名以上 

（3）看護職員               9 名以上 

（4）介護職員              20 名以上 

（5）支援相談員              1 名以上 

（6）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 2 名以上 

（7）管理栄養士または栄養士       1 名以上 

（8）介護支援専門員           1 名以上 

（9）事務員               1 名以上 

（10）調理員               適当数（委託） 

（11）清掃員               適当数（委託） 

 

（従事者の職務内容） 

第 6 条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。 

（1）管理者は、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業

務の一元的な管理・指揮命令を行う。 

（2）医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

（3）看護職員は、医師の指示に基づき医療行為を行うほか、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所

療養介護）計画に基づく看護を行う。 

（4）介護職員は、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）に基づく介護を行う。 

（5） 支援相談員は、利用者又はその家族及び利用者代理人からの相談に適切に応じるとともに、レクリエー

ション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図るほか、ボランティアの指導を行う。 

（6）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）は、医師や看護師等と共同して

リハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。 

（7）管理栄養士または栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理、食事相談

を行う。 

（8）介護支援専門員は、利用者の短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービス計画の原案を立

てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。 

（9）事務員は、介護保険法等に基づき、当施設において実施された介護サービスの介護報酬請求事務及び利

用料徴収業務を行う。 

 

（利用対象者及び利用手順） 



第 7 条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用対象者は、65 歳以上の第 1 号被保険者で要

介護状態または要支援状態と認定された者、または 40 歳以上 65 歳未満の第 2 号被保険者で要介護状態ま

たは要支援状態であって、その要因が特定疾病によるものであると認定された者。利用申込は、居宅介護支

援事業者が窓口となる。 

2 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の開始に際しては、施設の概要や利用に際しての重要事

項、利用料金等を定めた利用約款を交付し、あらかじめ利用者及び家族の同意を得るものとする。 

 

（受給資格等の確認） 

第 8 条 当施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の提供を求められた場合は、その者の提

示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものと

する。 

2 当施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている時は、当該認定審査会意見に配慮して、

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）を提供するように努めるものとする。 

 

（利用定員） 

第 9 条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日

の当施設の定員数より実入所者数を差し引いた数とする。 

 

（サービス内容及び利用料等） 

第 10 条 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議に

よって作成される短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づいて、利用者の病状及び心身

の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄

養管理をする。サービス内容は次の通りとする。 

（1）入浴、排せつ、食事等介護及び日常生活上の世話 

（2）機能訓練及びその他必要な医療 

（3）栄養管理 

（4）療養上の世話 

（5）健康チェック 

（6）居宅と施設間の送迎 

2 当該利用にかかる基本料金やその他の費用等は、別紙に記載する。 

3 当施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、予め利用者及びその家族又は

利用者代理人に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ることとする。

尚、やむを得ない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合には予め利用者及びその家族又は利用者

代理人に対し説明を行い、利用者の同意を得ることとする。 

4 当施設は、前項各号に掲げる費用の支払いを受けた場合は、当該サービスの内容と費用の額その他必要と

認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付することとする。 

5 当施設は、料金を掲示したもの以外に、利用者からの依頼により購入した日常生活品や理美容代等につい

ては要望に応じて実費を徴収するものとする。尚、精算時には、実際に要した費用の領収書等内容を明記し

た書類を添付するものとする。 

 

（通常の送迎の実施地域） 

第 11 条 通常の送迎の実施地域を以下の通りとする。 



 ・八幡西区  ・直方市  ・中間市及び鞍手町のそれぞれ近郊 

 

（身体拘束） 

第 12 条 当施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスを提供するにあたっては、当

該利用者及び他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利

用者の行動の制限をする行為を行ってはならない。 

2 当施設が、前項により利用者の行動を制限する場合は、当該利用者及びその家族に対し事前に行動の制限

の根拠、内容、見込まれる期間について十分に説明し、文書にて同意を得る。また、その内容を記録に残す

こととする。 

3 当施設は、身体拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

（1）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行ことができる）を

3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、全ての職員に周知徹底を図る。 

（2）身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（3）介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（虐待防止） 

第 13 条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実

施する。 

（1）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行ことができる）を定期的に開

催するとともに、その結果について、全ての職員に周知徹底を図る。 

（2）虐待防止のための指針を整備する。 

（3）虐待を防止するための定期的な研修を実施する。 

（4）前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

（5）利用者に対する虐待が発生した場合は、速やかに市町村へ報告を行うとともに、必要な措置を講じる。 

2 当施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助

により都道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できるこ

とや、同事業による相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明

確化するなど、高齢者虐待防止に向けた施策の充実を図る。 

 

（褥瘡対策） 

第 14 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないよ

うな適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。 

 

（施設利用に当たっての留意事項） 

第 15 条 当施設の職員は、利用者に対して職員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。 

（1）当施設利用中の食事は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づき提供するため、

食中毒予防の観点から特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取していただくこととする。 

（2）気分が悪くなった時は、速やかに申し出なければならない。 

（3）面会は、感染症対策等の安全面を考慮した上で実施する。 

（4）当施設利用中の外出を希望する際は、事前に定められた届出書により申し出を行い、許可を得なければ

ならない。 

（5）みだりに他人の居室、診療室、サービスステーション、事務室、設備関連の部屋に立ち入ってはならな



い。 

（6）療養室でテレビや音楽等を視聴する際は、イヤフォンやヘッドフォンを使用し、他の利用者に迷惑をか

けてはならない。 

（7）飲酒は必ず指定場所で行い、決められた時間、決められた量を守らなければならない。 

（8）危険物や火気類は、許可なく施設内に持ち込んではならない。当施設敷地内は禁煙とする。 

（9）建物や備品等を利用する際は、他利用者に迷惑にならないように利用し、大切に取り扱う。 

（10）所持品は、原則として各自の責任において管理し、貴重品や高額な金品は施設内に持ち込んではならな

い。また、所持品等には所有者が分かるよう氏名を記入しなければならない。 

（11）当施設利用中の医療機関への受診は、当施設医師が必要と認める以外は行ってはならない。 

（12）施設内での「営利行為、宗教の活動及び勧誘、特定の政治活動」は禁止する。 

（13）ペットの持ち込みは禁止する。ただし、アニマルセラピー等を目的として、管理者の許可を得た場合は

その限りではない。 

（14）他利用者や当施設及び職員に対しての迷惑行為やハラスメント等は禁止する。 

 

（非常災害対策） 

第 16 条 当施設は、消防法に規定する消防計画及び風水害・地震等の災害に対処する計画に基づき、防火管

理者を設置して非常災害対策を行う。 

（1）防火管理者には、当施設管理者が氏名する職員を配置する。 

（2）火元責任者には、所属先の責任者を配置する。 

（3）非常災害用設備は、定期的に点検を実施し、常に有効に保持するように努める。 

（4）災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。 

（5）防火管理者は、当施設職員に対して消防訓練を年 2 回以上実施する。また、消防訓練の実施に当たって

は、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 17 条 当施設は、感染症や非常災害の発生時においても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制

を構築するため、業務継続に向けた計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講じるものとする。 

2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施す

る。 

3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。 

 

（緊急時の対応及び事故発生の防止） 

第 18 条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のた

めの指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供時間に事故が発生

した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。 

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療

機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。 

3 当施設は、利用者に対する短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供により事故が

発生した場合は、速やかに市町村、予め届けられた利用者の緊急連絡先に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じる。 

4 当施設は、前項の事故の状況及び事故に際して実施した処置を記録する。 



5 当施設は、利用者に対する短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

6 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる）及び職員に対する定期

的な研修を実施する。 

7 前６項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。 

 

（職員の服務規律） 

第 19 条 当施設職員は、介護保健関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、

自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。 

（1）利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし責任をもって接遇すること。 

（2）常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。 

（3）お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。 

 

（職員の質の確保） 

第 20 条 当施設職員の資質向上のために、研修の機会を確保する。 

2 当施設は、全ての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法 第 8 条第 2 項に

規定する政令で定める者等の資格を有する者、その他これに類するものを除く）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。 

 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減） 

第 21 条 当施設は、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供における業務の効率化、

介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当施設における利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。（タスクシフトや ICT

導入について話し合う委員会） 

 

（職員の勤務条件） 

第 22 条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人親和会の就業規則による。 

 

（職員の健康管理） 

第 23 条 当施設職員は、当施設が行う年 1 回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、

年間 2 回の健康診断を受診しなければならない。 

 

（衛生管理） 

第 24 条 利用者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。 

2 感染症の発生又は蔓延しないように感染症・食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を定め、必要な措置

を講ずるための体制を整備する。 

（1）当施設における感染症・食中毒の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができる）をおおむね 3 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について職員に

周知徹底を図る。 

（2）当施設における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 



（3）当施設において、職員に対し、感染症・食中毒の予防及び蔓延防止のための研修並びに感染症の予防及

び蔓延防止のための訓練を定期的に実施する。 

（4）「厚生労働省が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。 

3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月 1 回、検便を行わなければならない。 

4 定期的に害虫駆除を行う。 

 

（協力医療機関等との連携体制の構築） 

第 25 条 当施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を

行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性の

ある連携体制を構築する。 

2 協力医療機関において次の要件を満たすこととする。また、要件においては複数の医療機関を定めること

により、要件を満たすことに差し支えないこととする。 

（1）利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している

こと。 

（2）診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 

（3）利用者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医

師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ

と。 

（4）協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に

開催していること。 

3 当施設は次の医療機関及び歯科医療機関と協力医療機関の契約を締結する。 

  ◎協力医療機関 

   ① 名称：佐々木病院（内科／外科／循環器科／消化器科／更生医療）74 床 

     住所：北九州市八幡西区吉祥寺町 9 番 36 号 

   ② 名称：若戸病院（精神科／神経科／内科／皮膚科／呼吸器科／リハビリテーション科）228 床 

     住所：北九州市若松区大字小敷 146 

   ③ 名称：香月中央病院（内科／外科／整形外科／リハビリテーション科／泌尿器科）74 床 

     住所：北九州市八幡西区香月中央 1 丁目 14 番 18 号 

   ④ 名称：天神クリニック（内科／循環器科／消化器科／リハビリテーション科／血液透析）19 床 

     住所：北九州市戸畑区天神 1 丁目 9 番 7 号 

  ◎協力歯科医療機関 

   ① 名称：かじわら歯科 

     住所：北九州市若松区下原町１番 1 号 

   ② 名称：水巻歯科医院 

     住所：遠賀郡水巻町頃末 3 丁目 8 番 12 号 

 

（守秘義務及び個人情報の保護） 

第 26 条 当施設は、当施設職員に対して、業務上知り得た利用者及びその家族又は利用者代理人の個人情報

を漏らすことがないように指導教育を適時行う。 

2 当施設職員は、業務上知り得た利用者及びその家族又は利用者代理人の秘密を保持する。 

3 当施設職員であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族又は利用者代理人の秘密を保持させるため、

当施設職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容に含むも



のとする。 

4 当施設職員が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。 

 

（苦情処理） 

第 27 条 当施設は、提供した短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスに関する利用者及び

その家族又は利用者代理人からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けけるための相談窓口

を設置する。 

2 当施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。 

3 当施設は、提供した短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスに関し、市町村が行う文書、

その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者の苦

情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行うものとする。 

4 当施設は市町村かの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。 

5 当施設は、提供した介護老人保健施設各サービスに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連

合会（以下「国保連」という。）が行う調査に協力するとともに、国保連による指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

6 当施設は、国保連からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国保連に報告するものとする。当施

設は、その運営にあっては、提供した介護老人保健施設各サービスに関する利用者からの苦情に関して、市

町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実践する事業に協力するよう努めるもの

とする。 

7 当施設は、その運営に当たっては、提供した短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスに

関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事情その他の市町村が実施

する事情に協力するように努めるものとする。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第 28 条 当施設は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通

知するものとする。 

（1）正当な理由なしに短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの利用に関する指示に従わ

ないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる時。 

（2）偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとした時。 

 

（記録の整備） 

第 29 条 当施設は、職員、施設及び構造設備、会計に関する記録を整備しておくものとする。当施設は、利

用者に対する短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供に関する記録を整備し、その

完結の日から 5 年間保存するものとする。 

 

（提示） 

第 30 条 当施設は、施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関、利用者負

担の額、苦情処理の対応、プライバシーポリシー、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示し、インターネット上で情報の閲覧が完結するようウェブサイト（当施設ホームページ等又は情報公

表システム上）に掲載・公表することとする。 

 



（その他運営に関する重要事項） 

第 31 条 当施設は、地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を

超えて入所させてはならない。 

2 当施設は、適切な短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

るものとする。 

3 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に

定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人親和会の運営委員会において定めるものとする。 

 

 

附則 

この運営規程は、平成 21 年 12 月 1 日より施行する。 

平成 24 年 4 月 1 日 改訂 平成 25 年 10 月 1 日 改訂 

平成 26 年 4 月 1 日 改訂 平成 26 年 8 月 1 日 改訂 

平成 27 年 4 月 1 日 改訂 平成 30 年 4 月 1 日 改訂 

平成 31 年 4 月 1 日 改訂 令和元年 10 月 1 日 改訂 

令和 3 年 4 月 1 日 改訂 令和 4 年 12 月 1 日 改訂 

令和 5 年 4 月 1 日 改訂 令和 6 年 4 月 1 日 改訂 

  

  

  

  

  

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第 10 条 第 2 項） 

1 基本料金                                 （1 単位：10.14 円） 

【基本型】 

 
要介護度 単位数 サービス費 

利用者負担金 

（1 割） （2 割） （3 割） 

多床室 

要支援１ 613 単位  6,215 円  622 円  1,243 円  1,865 円  

要支援 2 774 単位  7,848 円  785 円  1,570 円  2,355 円  

要介護１ 830 単位  8,416 円  842 円  1,684 円  2,525 円  

要介護２ 880 単位  8,923 円  893 円  1,785 円  2,677 円  

要介護３ 944 単位  9,572 円  958 円  1,915 円  2,872 円  

要介護４ 997 単位  10,109 円  1,011 円  2,022 円  3,033 円  

要介護５ 1,052 単位  10,667 円  1,067 円  2,134 円  3,201 円  

個 室 

要支援１ 579 単位  5,871 円  588 円  1,175 円  1,762 円  

要支援２ 726 単位  7,361 円  737 円  1,473 円  2,209 円  

要介護１ 753 単位  7,635 円  764 円  1,527 円  2,291 円  

要介護２ 801 単位  8,122 円  813 円  1,625 円  2,437 円  

要介護３ 864 単位  8,760 円  876 円  1,752 円  2,628 円  

要介護４ 918 単位  9,308 円  931 円  1,862 円  2,793 円  

要介護５ 971 単位  9,845 円  985 円  1,969 円  2,954 円  

 

【在宅強化型】 

 
要介護度 単位数 サービス費 

利用者負担金 

（1 割） （2 割） （3 割） 

多床室 

要支援１ 672 単位  6,814 円  682 円  1,363 円  2,045 円  

要支援 2 834 単位  8,456 円  846 円  1,692 円  2,537 円  

要介護１ 902 単位  9,146 円  915 円  1,830 円  2,744 円  

要介護２ 979 単位  9,927 円  993 円  1,986 円  2,979 円  

要介護３ 1,044 単位  10,586 円  1,059 円  2,118 円  3,176 円  

要介護４ 1,102 単位  11,174 円  1,118 円  2,235 円  3,353 円  

要介護５ 1,161 単位  11,772 円  1,178 円  2,355 円  3,532 円  

個 室 

要支援１ 632 単位  6,408 円  641 円  1,282 円  1,923 円  

要支援 2 778 単位  7,888 円  789 円  1,578 円  2,367 円  

要介護 1 819 単位  8,304 円  831 円  1,661 円  2,492 円  

要介護２ 893 単位  9,055 円  906 円  1,811 円  2,717 円  

要介護３ 958 単位  9,714 円  972 円  1,943 円  2,915 円  

要介護４ 1,017 単位  10,312 円  1,032 円  2,063 円  3,094 円  

要介護５ 1,074 単位  10,890 円  1,089 円  2,178 円  3,267 円  

 

 

 

 



2 加算料金                                   （1 単位：10.14 円） 

加算項目 単位数 サービス費 
利用者負担金 

（1 割） （２割） （３割） 

夜勤職員配置加算 24 単位 243 円  25 円  49 円  73 円  

個別リハビリテーション実施加算 240 単位 2,433 円  244 円  487 円  730 円  

認知症ケア加算 76 単位 770 円  77 円  154 円  231 円  

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200 単位 2,028 円  203 円  406 円  609 円  

緊急短期入所受入対応加算 90 単位 912 円  92 円  183 円  274 円  

若年性認知症利用者受入加算 120 単位 1,216 円  122 円  244 円  365 円  

重度療養管理加算 120 単位 1,216 円  122 円  244 円  365 円  

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 51 単位 517 円  52 円  104 円  156 円  

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 51 単位 517 円  52 円  104 円  156 円  

送迎加算（片道あたり） 184 単位 1,865 円  187 円  373 円  560 円  

総合医学管理加算（10 日限度） 275 単位 2,788 円  279 円  558 円  837 円  

口腔連携強化加算 50 単位 507 円  51 円  102 円  153 円  

療養食加算 8 単位 81 円  9 円  17 円  25 円  

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位 30 円  3 円  6 円  9 円  

認知症専門ケア加算Ⅱ 4 単位 40 円  4 円  8 円  12 円  

緊急時施設療養費（緊急時治療管理） 518 単位 5,252 円  526 円  1,051 円  1,576 円  

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100 単位 1,014 円  102 円  203 円  305 円  

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10 単位 101 円  11 円  21 円  31 円  

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 単位 223 円  23 円  45 円  67 円  

サービス提供体制加強化算Ⅱ 18 単位 182 円  19 円  37 円  55 円  

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 単位 60 円  6 円  12 円  18 円  

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数 × 3.9％ 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数 × 2.9％ 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 所定単位数 × 1.6％ 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数 × 2.1％ 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数 × 1.7％ 

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数 × 0.8％ 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ～Ⅲ）、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ～Ⅱ）、介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和 6

年 5 月 31 日で廃止。 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数 × 7.5％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数 × 7.1％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅲ 所定単位数 × 5.4％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 所定単位数 × 4.4％ 

 ※介護職員等処遇改善加算（Ⅰ～Ⅳ）は、令和 6 年 6 月１日から施行。 

 

 

 



3 食費  

1 日の食費 

利用者負担 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階① 第 3 段階② 第 4 段階 

負担料金 300 円 390 円 650 円 1,360 円 1,560 円 

 

1 日の内訳 

朝食 昼食 夕食 

380 円 620 円 560 円 

 

 

4 居住費 

令和 6 年 7 月 31 日まで 

利用者負担 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階① 第 3 段階② 第 4 段階 

従来型個室 490 円 490 円 1,310 円 1,310 円 1,668 円 

多床室  0 円 370 円  370 円  370 円  377 円 

 

令和 6 年 8 月 1 日から 

利用者負担 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階① 第 3 段階② 第 4 段階 

従来型個室 550 円 550 円 1,370 円 1,370 円 1,728 円 

多床室  0 円 430 円  430 円  430 円  437 円 

 

 

5 その他の料金  

日常生活品費（入浴や口腔ケア用品、タオル、ティッシュ等）※利用される場合 300 円／日 

理美容代（業者からの請求） 実費 

健康管理費（インフルエンザ予防接種代 等） 実費 

私物洗濯代（業者からの請求） 500 円／袋 

簡単な証明書、医証 等 500 円／部 

診断書（医師会規定に準拠） 実費 

レンタルテレビ代 100 円／日 

イヤフォン代（テレビ視聴用） 250 円／個 

電気代（電化製品 1 品につき） 50 円／日 

特別食 実費 

行事費（バスハイク等で要した食事代や入場料等の費用） 実費 

 


